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当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の非継続に関するお知らせ 
 

 

サッポロホールディングス株式会社（以下「当社」といいます。）は、2020年３月27日開催の当社第96回定

時株主総会において株主の皆様から承認を受け、同日より発効（有効期限は2023年３月開催予定の当社第99回

定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）の終結の時まで。）しております「当社株券等の大規模買

付行為への対応方針」（以下「本対応方針」といいます。）につきまして、その後の情勢変化等も勘案しつ

つ、当社の企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の最大化の観点から、その在り方について継続的に検討

して参りました。 

かかる検討の結果、当社は、本年よりスタートしたサッポログループ「中期経営計画（2023～26）」を着実

に実行することで当社の企業価値及び株主共同の利益の最大化を図るとともに、買収防衛策における近時の動

向、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見なども総合的に勘案し、本日開催の当社取締役会

において、当社取締役全員の賛成により、本対応方針の有効期間が満了する本株主総会の終結の時をもって、

本対応方針を継続しないことを決定しました。併せて、本株主総会の終結の時をもって、会社法施行規則第

118条３号に定める「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下

「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を別紙のとおり改定することを決議いたしましたのでお知ら

せします。 

なお、当社は、本対応方針の廃止後も、当社の企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれのある大規

模買付行為が行われる場合には、株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な時間と情報を確保す

るとともに、必要に応じて、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保するために、その時々において関係法

令上採用可能な適切と考えるあらゆる施策（いわゆる買収防衛策を含みます。）を講じて参ります。 
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別紙 

 

I 会社の支配に関する基本方針 

 

当社は、株式の大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これ

を否定するものではありません。また、当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付行為に際し、当社株

式等を売却するか否かは、最終的には当社株式等を保有する当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであ

ると考えております。 

しかしながら、大規模買付行為の中には、その目的等から判断して、株主の皆様や取締役会がその内容を検

討し判断するために十分な情報と時間を提供することのないもの、買付条件等がその対象会社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に照らして著しく不十分又は不適切であるもの等、当社固有の企業価値の源泉が理解され

ることなく、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくないことから、大規模買付行為

により当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損される可能性も否定できません。例えば、大規模買付者

により、当社の企業価値につながるブランドの切り売りや人的資本の一方的な削減、コア不動産の売却による

含み益の顕在化が求められるなどの短期的方針の実行の可能性もないとは言い切れません。こうした方針は、

結果として、ブランド価値の毀損につながり、将来に向けた企業基盤の脆弱化につながる財務リスクや事業へ

の信頼を損ねかねないリスクを生じさせるおそれがあると考えます。 

以上の関連から、当社においては、従前、当社の株式について大規模買付行為が行われる場合の対応方針で

ある「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」（以下、「本対応方針」といいます。）を導入しておりま

した。 

現時点においても、当社の企業価値、ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある大規模買付行為が行

われるリスクは依然として存在しており、当該リスクに対して十分な備えを行うことは取締役会としての重大

な責務であると認識しております。 

しかしながら、買収防衛策をめぐる近時の動向及び国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様との対話

状況を踏まえ、当社は具体的な買収者が登場していない段階で、一般的な目的での「本対応方針」の継続は行

わず、その有効期限である 2023年３月開催予定の第 99回定時株主総会（以下「本株主総会」といいます。）

終結の時をもって廃止することといたしました。 

当社は、「本対応方針」廃止後も、コーポレートガバナンス体制を一層強化し、サッポログループ「中期経

営計画（2023～26）」（以下、「中期経営計画（2023～26）」といいます。）を着実に推進するためのモニタリング

体制を構築するとともに、「中期経営計画（2023～26）」に掲げた施策を実行し目標を達成することで、当社の

企業価値の向上ひいては株主共同の利益の最大化に取組んで参ります。 

また、企業価値ないし株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付行為が行われる場合に

は、大規模買付行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を判断するために必要かつ十分な時間と情報の提

供を求め、独立性を有する社外取締役の意見を尊重した上で、金融商品取引法、会社法その他関係法令の許容

する範囲内において、その時々において適宜適切な措置を講じて参ります。 

 

II 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の実現

に資する特別な取組み 

 

 

 当社は、会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みとして、下記Ⅲで記載するもののほか、

以下の取組みを行っております。 

 

１．「中期経営計画（2023～26）」に基づく取組み 

1876 年の創業以来、様々なイノベーションを発揮し、お客様に潤いと豊かさをもたらす商品やサービスをお

届けしてきた当社は、2026 年に創業 150 周年を迎えます。150 年を越えて独自の存在価値を発揮し続けるた

めに、2023年～2026年までの４か年の新たな経営計画を策定しました。本計画のポイントは、事業ポートフォ

リオの見直しと、各事業のポジショニングに沿ったグループマネジメントを実現し、資本効率を高め企業価値



を向上させていくことです。ステークホルダーの皆様の期待に確実に応える４年間とします。 

 

２．コーポレートガバナンスの強化充実に向けた取組み 

 当社は、2003年７月に純粋持株会社体制に移行し、以下のとおり、グループの経営理念、経営の基本方針並

びにグループ運営の基本原則を定め、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」（以下「基本方針」といい

ます。）に基づき、当社グループのコーポレートガバナンス体制を構築しています。 

 

（１）グループの経営理念、経営の基本方針 

 サッポログループは、「潤いを創造し 豊かさに貢献する」を経営理念に掲げ、また「ステークホルダーの信

頼を高める誠実な企業活動を実践し、持続的な企業価値の向上を目指す」ことを経営の基本方針として、持続

的な成長と収益によってグループ全体の企業価値を向上させ、将来にわたってステークホルダーに貢献してい

くことを目指しています。 

 

（２）グループ運営の基本原則 

サッポログループは、純粋持株会社体制のもと、グループ運営の基本原則（グループ全体の最適、各グループ

企業の自主独立、グループ企業間での相互協力）を定め、各事業部門の自主性を維持しつつ、サッポログルー

プの全体最適とシナジーの創出を追求し、企業価値の最大化を目指しています。 

 

（３）コーポレートガバナンス体制構築の基本方針 

 当社は、サッポログループの経営理念及び経営の基本方針を具現化し、グループ全体の持続的な企業価値の

向上を図っていくために、2015年 12月に「基本方針」を制定しています。当社は、「基本方針」に則り、コー

ポレートガバナンスの強化充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付け、持株会社体制のもとでグループ

内における監督機能、業務執行機能及び監査機能を明確化し、経営における透明性の向上と経営目標の達成に

向けた経営監視機能の強化に努めています。 

 

（４）コーポレートガバナンス体制の強化に向けた取組み 

 当社では、これまで以下のとおり積極的にコーポレートガバナンス体制の強化に取組んで参りました。 

1998年 11月 「指名委員会」及び「報酬委員会」（各委員とも独立社外取締役及び取締役社長をもって構成、

委員長は独立社外取締役から１名選任）を任意で設置、取締役の人事・処遇に係る運営の透明

性を高め、経営機構の健全性の維持向上に取組む 

1999年３月 執行役員制を導入 

2002年３月 取締役任期を１年に短縮 

2003年７月 純粋持株会社体制に移行し、以降、段階的に独立社外取締役の増員を図り、2009 年より３名

の独立社外取締役を選任 

2015年 12月 「社外取締役委員会」（独立社外取締役をもって構成）を設置、当社及び当社グループの経営

戦略並びにコーポレートガバナンスに関する事項等について、独立社外取締役の情報交換、認

識共有の強化を図る 

2020年３月 経営の効率性、透明性を高めるため、監査等委員会設置会社に移行するとともに、取締役会に

おける独立社外取締役の比率を半数とし、コーポレートガバナンスの充実を図る 

 

また、当社は、「本株主総会」の承認を得て、取締役会における独立社外取締役の比率を過半数に高めること

により、当社のコーポレートガバナンスを一層充実させることに加え、経営の透明性、効率性を高め機動的な

意思決定を可能とすることを通じて、さらなる企業価値の向上を図ります。 

 

 当社では、引き続きコーポレートガバナンスに係る体制の構築や運営を適切に行い、持続的な成長と中長期

的な企業価値の向上の実現に向け、コーポレートガバナンスの強化充実に取組んでいく所存です。 

 



III 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決

定が支配されることを防止するための取組み 

 

当社は、2023年２月15日開催の取締役会において、「本対応方針」を継続せず、その有効期間が満了する

「本株主総会」終結の時をもって廃止することを決議していますが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

が最大化されることを確保するため、これを毀損するおそれのある当社株式の大規模買付行為が行われる場合

には、大規模買付行為を行う者に対し、株主の皆様がその是非を適切に判断するために必要かつ十分な情報を

提供するよう要求するほか、当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品

取引法、会社法その他関係法令の許容する範囲内において、その時々において適宜適切な措置を講じて参りま

す。 

 

IV Ⅱ及びⅢの取組みが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なう

ものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと及びその理由 

 

上記Ⅱの取組みは、「中期経営計画（2023～26）」及び「基本方針」に基づき企業価値ひいては株式価値の

向上を目指すものであり、会社の支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。 

また、上記Ⅲの取組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化することを目的として、これを

毀損するおそれのある当社株式の大規模買付行為が行われる場合における、大規模買付行為に関する情報提供

の要求及び関係法令の許容する範囲内における適宜適切な措置の実施等を定めるものであることから、会社の

支配に関する基本方針の考え方に沿うものであるといえます。 

したがって、上記Ⅱ及びⅢの取組みは、株主共同の利益を損なうものではなく、かつ会社役員の地位の維持

を目的とするものでもないといえます。 

以 上 

 

 

 


